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証券コード　6392

平成28年６月13日

株 主 各 位
東京都大田区南馬込一丁目１番３号

代表取締役社長 山 田 昌 太 郎

第91期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第91期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月28日（火曜日）

午後５時40分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 平成28年６月29日（水曜日）午前10時

２．場 所 東京都品川区大井一丁目50番５号

アワーズイン阪急（シングル館）　３階

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第91期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会

の連結計算書類監査結果報告の件

２．第91期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計

算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役５名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修

正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　

http://www.yamadacorp.co.jp）に掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位



2016/05/31 9:03:32 / 15174832_株式会社ヤマダコーポレーション_招集通知

（提供書面）

事　業　報　告

(平成27年４月１日から)平成28年３月31日まで

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

当連結会計年度における世界経済の動向は、米国では個人消費の拡大が

持続しているものの、生産・投資に減速感が見られるなど、景気に弱含み

の一面も出てきております。

欧州は、生産・投資に停滞感はあるものの、全体として景気は低位なが

ら回復基調は続きました。

また、中国をはじめとした新興国経済の減速化など、世界経済全体とし

ては生産・投資に先行きの不透明感は見られるものの、緩やかな回復傾向

は続きました。

一方、日本経済においては、中国などの経済減速による輸出・生産の鈍

化も見られますが、全体として景気の回復基調は持続いたしました。

こうした中、国内ではオートモティブ部門が引き続き安定的に推移した

ものの、インダストリアル部門では主力のダイアフラムポンプが伸び悩み、

また、新聞印刷業界向けのインキポンプの販売も減少いたしました。

海外では、インダストリアル部門を主体に、米国では自動車部品メーカ

ー向けダイアフラムポンプが堅調に推移した反面、原油安によりシェール

ガス・オイル関連は大きく落ち込み、また、ドル高の影響により南米向け

の減少も見られました。

欧州においては総体的に景気の力強さが見られないながらドイツ市場向

けを中心に前期比微増となりました。

また、アジアにおいては、中国において経済減速の影響もあり低調に推

移いたしましたが、ベトナム、インドなどは伸びが見られました。

この結果、当連結会計年度の連結売上高は9,277百万円（前期比△416百

万円、4.3％減）となりました。売上高を部門別にみますと、オートモティ

ブ部門は2,621百万円（前期比49百万円、1.9％増）、インダストリアル部

門は5,358百万円（前期比△521百万円、8.9％減）となり、上記部門に属さ

ないサービス部品や修理売上などのその他の部門の売上高は1,297百万円

（前期比56百万円、4.5％増）となりました。

利益面では、売上総利益は3,597百万円（前期比△446百万円、11.0％減）

となり、営業利益は838百万円（前期比△522百万円、38.4％減）、経常利

益は969百万円（前期比△415百万円、30.0％減）となり、親会社株主に帰
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2016/05/31 9:03:32 / 15174832_株式会社ヤマダコーポレーション_招集通知

属する当期純利益は626百万円（前期比△312百万円、33.3％減）となりま

した。

当連結会計年度における報告セグメントの業績は次のとおりであります。

日本における外部顧客に対する売上高は5,513百万円（前期比△141百万

円、2.5％減）、営業利益は372百万円（前期比△489百万円、56.8％減）と

なりました。米国における外部顧客に対する売上高は2,604百万円（前期比

△281百万円、9.7％減）、営業利益は340百万円（前期比△10百万円、3.1％

減）となりました。オランダにおける外部顧客に対する売上高は875百万円

（前期比70百万円、8.7％増）、営業利益は121百万円（前期比29百万円、

32.9％増）となりました。中国における外部顧客に対する売上高は282百万

円（前期比△64百万円、18.5％減）、営業利益は25百万円（前期比△7百万

円、22.7％減）となりました。

また、当連結会計年度の連結売上高に占める海外売上高は4,356百万円

（前期比△337百万円、7.2％減）で、その割合は47.0％（前期48.4％、

1.4％減）となりました。

（注）　文中における記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

企業集団の部門別売上高 （単位　百万円）

区 分
当　　　期 前　　　期

比較増減
金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

％ ％ ％
オ ー ト モ テ ィ ブ 部 門 2,621 28.3 2,572 26.5 1.9

イ ン ダ ス ト リ ア ル 部 門 5,358 57.8 5,879 60.7 △8.9

そ の 他 1,297 14.0 1,241 12.8 4.5

合 計 9,277 100.0 9,693 100.0 △4.3

　（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

②　設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の主なものは、当

社の新規金型および生産設備機械の取得など総額297百万円であります。

③　資金調達の状況

当連結会計年度は、特記すべき資金調達は行っておりません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。
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⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

(2) 企業集団および当社の直前３事業年度の財産および損益の状況

①　企業集団の直前３事業年度の財産および損益の状況

区 分
第 88 期

(平成24年度)
第 89 期

(平成25年度)
第 90 期

(平成26年度)
第 91 期

(当連結会計年度)

売 上 高(百万円) 8,279 9,074 9,693 9,277

経 常 利 益(百万円) 931 1,280 1,385 969

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
(百万円) 647 878 938 626

１株当たり当期純利益(円) 54.10 73.46 78.40 52.33

総 資 産(百万円) 9,035 10,001 10,894 10,518

純 資 産(百万円) 4,980 5,929 6,874 7,241

（注）単位百万円の記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

②　当社の直前３事業年度の財産および損益の状況

区 分
第 88 期

(平成24年度)
第 89 期

(平成25年度)
第 90 期

(平成26年度)
第 91 期

(当事業年度)

売 上 高(百万円) 6,384 6,919 7,290 7,139

経 常 利 益(百万円) 617 1,031 1,090 521

当 期 純 利 益(百万円) 517 782 806 411

１株当たり当期純利益(円) 43.18 65.31 67.32 34.33

総 資 産(百万円) 7,087 7,842 8,547 8,168

純 資 産(百万円) 3,745 4,423 5,117 5,344

（注）単位百万円の記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社
ヤマダプロダクツサービス

20,000千円 100％ 当社製品の修理・販売

ヤ マ ダ ア メ リ カ I N C .
(ア メ リ カ)

1,300千米ドル 100％ 当 社 製 品 の 販 売

ヤ マ ダ ヨ ー ロ ッ パ B . V .
（オ ラ ン ダ）

680千ユーロ 100％ 当 社 製 品 の 販 売

ヤ マ ダ 上 海 ポ ン プ 貿 易
有 限 公 司

（ 中     国 ）
100,000千円 100％ 当 社 製 品 の 販 売

株 式 会 社
ヤ マ ダ メ タ ル テ ッ ク

30,000千円
32.7％

（35.5％）
当 社 製 品 の 製 造

（注）当社の出資比率の（　）は、緊密な者または同意している者の所有割合で外数であります。

(4) 対処すべき課題

①会社の経営の基本方針

当社グループは「堅実で公正な企業活動を通じて、お客様のニーズ、社員

の喜び、株主の期待、産業と社会の発展に誠実に取り組む」ことを企業理念

として掲げ、①ポンプ事業、②カーメンテナンス機器事業、③作業環境改善

機器事業の三つの事業を核として、ものづくりの「品質へのこだわり」、販

売からアフターサービスに至る徹底したお客様サービス「トータルサポー

ト」でグローバルリーディングカンパニーを目指します。

②目標とする経営指標
・収益性を重視する経営の観点から、売上高に占める営業利益率の向上に努

めます。
・株主を重視する経営の観点から、株主資本に対する利益率（ＲＯＥ）の向
上に努めます。

・健全性・安全性を重視する経営の観点から、総資本に占める有利子負債の
低減に努めます。

③中長期的な会社の経営戦略
・全世界への拡販

当社の製品があらゆる地域で利用していただけることを願い、常にお客様

目線を念頭に市場把握力を強化する「ニーズに応えるマーケティング戦

略」を推進し、境界のないグローバルな経営を推し進めます。

－ 5 －
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・技術開発

新製品の開発を 優先に取り組み、高品質で競争力の高い製品を市場に投

入すべく、「ニーズに応えるものづくり品質向上戦略」を推進することで、

高品質へのチャレンジに継続的に取り組みます。

・お客様への対応力向上

製造から販売、さらにはメンテナンスに至るまで徹底したお客様への「ト

ータルサポート」の実現を目指し、「トータルサポート向上戦略」を推し

進めます。

・人材育成

事業のグローバルな展開がさらに加速するなか、社員の総合力向上、女性

の積極的登用、コンプライアンスへの意識強化に注力し、「社内風土改善・

人材育成戦略」を推し進めます。

・情報伝達力向上

激動する時代の変化を敏感かつ確実に捉え、 適な情報をグローバルに発

信すべく、「マネジメント基盤強化戦略」を推進し、IT基盤を基幹とした

情報伝達力の強化を推し進めます。

④当社グループの対処すべき課題
・マーケティング

「ニーズに応えるマーケティング戦略」の更なる推進のため、マーケット

リサーチと製品企画・製品戦略立案の機能を経営企画室に一元化しました。

これによりニーズマッチの精度と企画・戦略立案の速度の向上を実現する

ことに取り組みます。

・開発・設計、製造

第91期から取り組んでいる開発・設計部門の組織力強化に、引き続き取り

組みます。第91期の成果を展開し、更なる開発・設計のスピードアップを

実現します。

さらに、品質向上と原価低減を両立する新たな取り組みを開始し、CSと収

益性を同時に向上させることを目指します。

これらにより「ニーズに応えるモノづくり品質向上戦略」を推進します。

・マネジメント

「マネジメント基盤強化戦略」の一環として、特に部門・拠点単位での予

算・収益マネジメントを強化します。IT等を活用した支援ツールも増強し、

現場のマネジメントの強化によって事業活動における収益性を高める取り

組みを進めていきます。

・人材育成

いかなる戦略も課題の解決も、実現するのは人であるため、日々の事業活

動のあらゆる局面で人材育成と組織力強化を重視し、取り組んでまいりま

す。

－ 6 －
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(5) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

当社グループは、当社と子会社５社で構成されており、自動車・航空機・

産業機械など各種機械類の潤滑を要する箇所にオイル・グリースなどの潤滑

剤を給油する機器、また接着剤、インキ、化学薬品、その他液材を圧送する

産業用設備機器の製造、販売やこれに付随するサービス業務の事業を行って

おります。

(6) 主要な事業所および工場（平成28年３月31日現在）

①　当　社

本 　 　 社 東京都大田区南馬込一丁目１番３号

営 業 本 部 東京都大田区南馬込一丁目１番３号

営  業  所 東 京 営 業 所 （東京都大田区）

大 阪 営 業 所 （大阪市城東区）

名 古 屋 営 業 所 （名古屋市守山区）

福 岡 営 業 所 （福岡市博多区）

札 幌 営 業 所 （札幌市豊平区）

仙 台 営 業 所 （仙台市泉区）

広 島 営 業 所 （広島市佐伯区）

工 　 　 場 相 模 原 工 場 （相模原市中央区）

駐在員事務所 バンコク駐在員事務所 （タイ　バンコク）

②　子会社

株式会社ヤマダプロダクツサービス（相模原市緑区）

ヤマダアメリカINC. （アメリカ　イリノイ州）

ヤマダヨーロッパB.V. （オランダ　ヘンゲロー市）

ヤマダ上海ポンプ貿易有限公司 （中国　上海市）

株式会社ヤマダメタルテック （相模原市緑区）

(7) 使用人の状況（平成28年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

292名(49名) 4名増(9名増)

（注）使用人数は就業人員であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で
記載しております。

－ 7 －
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②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

185名(40名) 2名増(7名増) 38.9歳 16.0年

（注）　使用人数は就業人員であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数
で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成28年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 487百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 123

株 式 会 社 横 浜 銀 行 22

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成28年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 48,000,000株

②　発行済株式の総数 12,000,000株

③　株主数 1,841名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

山 　 田 　 昌 太 郎 958千株 8.00％

株 式 会 社 豊 和 865 7.22

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 588 4.91

山 　 田 　 幸 太 郎 563 4.70

株 式 会 社 バ ン ザ イ 434 3.63

山 田 和 正 382 3.19

不 二 サ ッ シ 株 式 会 社 300 2.50

山 　 田 　 三 千 子 249 2.08

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 223 1.86

大 栄 不 動 産 株 式 会 社 150 1.25

（注）１．持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。

２．持株比率は自己株式（25,072株）を控除して計算し、小数点第３位を切り捨てて表示

しております。
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(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（平成28年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 山 　 田 　 昌 太 郎

株式会社ヤマダプロダクツサービス
代表取締役社長
ヤマダアメリカINC.Chairman
ヤマダヨーロッパB.V.Chairman
ヤマダ上海ポンプ貿易有限公司
董事長

取 締 役 村 瀬 博 樹 管理本部長兼経理部長

取 締 役 山 　 田 　 幸 太 郎 相模原工場長兼技術部長

取 締 役 亀 山 慎 史
営業本部長兼海外営業部長
ヤマダアメリカINC.President
ヤマダヨーロッパB.V.President

取 締 役 早 稲 本 　 和 　 徳
弁護士
早坂・早稲本法律事務所

常 勤 監 査 役 岩 城 盛 親

監 査 役 豊 田 賢 治
弁護士
東京桜橋法律事務所　所長

監 査 役 猿 　 渡 　 良 太 郎
公認会計士、税理士
あると築地有限責任監査法人
代表社員

（注）１．取締役早稲本和徳氏は、社外取締役であります。

２．監査役岩城盛親および豊田賢治、猿渡良太郎の３氏は、社外監査役であります。

３．監査役猿渡良太郎氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会

計に関する相当程度の知見を有しております。

４．当社は、取締役早稲本和徳、監査役岩城盛親、豊田賢治、猿渡良太郎の４氏を東京証

券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５．監査役塩澤則宣氏は平成27年６月26日開催の第90期定時株主総会終結の時をもって任

期満了により監査役を退任いたしました。

②　責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役早稲本和徳、社外監査役岩城盛親、豊田賢治、猿渡良
太郎の４氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める
低責任限度額としております。
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③　取締役および監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 5名 104,340千円

監 査 役 4 19,200

（う　 ち　 社　 外 　役 　員） （4） （20,400）

合 計 9 123,540

 (注) １．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第81期定時株主総会において年額200

百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第81期定時株主総会において年額25

百万円以内と決議いただいております。

３．上記には、平成27年６月26日開催の第90期定時株主総会終結の時をもって退任した監

査役１名を含んでおります。

④　社外役員に関する事項

社外取締役　早稲本和徳
社外監査役　岩城盛親、豊田賢治、猿渡良太郎

イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
早稲本和徳、豊田賢治および猿渡良太郎の３氏の重要な兼職先と当社
との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
取締役会および監査役会への出席状況

取締役会（15回開催） 監査役会（15回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 早稲本　和　徳 13回 86.7％ －回 －％

監 査 役 岩 城 盛 親 15 100.0 15 100.0

監 査 役 豊 田 賢 治 13 86.7 14 93.3

監 査 役 猿　渡　良太郎 10 100.0 10 100.0

（注）　監査役猿渡良太郎氏は、平成27年６月26日開催の第90期定時株主総会において選任され

就任したため、就任後に開催された取締役会（10回開催）および監査役会（10回開催）

への出席状況を記載しております。

取締役会における発言状況
社外取締役早稲本和徳氏は弁護士として培われた高度な専門的知識と
豊富な経験を有しており、主にその専門的見地から意見を述べるなど、
当社のコーポレートガバナンス体制の強化に際しての的確な助言や取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適
宜行っております。
社外監査役岩城盛親氏は、長年にわたり企業の法務部門において国内
および国際法務全般を経験され、その豊富な知識や高い見識に基づく
見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言を適宜行っております。

－ 10 －
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社外監査役豊田賢治氏は弁護士としての豊富な経験と優れた専門知識
を有しており、主にその専門的見地から意見を述べるなど、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っ
ております。
猿渡良太郎氏は、公認会計士および税理士として豊富な専門的知見を
有しており、その高度な専門知識を活かした客観的な立場から取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行
っております。
監査役会における発言状況
社外監査役岩城盛親、豊田賢治、猿渡良太郎の３氏は、定期的に開催
される監査役会に出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に
関する事項について、それぞれの見地から意見の表明を適宜行ってお
ります。

(4) 会計監査人の状況

①　名　　　称　　　　青南監査法人

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,000千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

22,000

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２．監査役会は、会計監査人の前年度の監査計画と実績の状況、当年度の監査計画の内容、

会計監査の職務の遂行状況および報酬見積りの算出根拠の妥当性などについて検証し、

審議した結果、報酬等の額は適切であると判断し、同意いたしました。

３．当社の海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外

国におけるこれらの資格に相当する資格を有するものを含む）の監査を受けておりま

す。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任
いたします。

また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その
必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、会計監査人の解任
または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議
案を株主総会の会議の目的とすることといたします。

④　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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(5) 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり決

定しております。

１．取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するため

の体制

①　当社および当社グループは、役員および社員が法令、定款、社内諸規

則、社会規範を遵守した行動をとるため、ヤマダグループ行動憲章、

行動規範を定める。

②　当社は、コンプライアンスを担当する部門を総務部とし、総務担当取

締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置する。

③　当社および当社グループは、社会秩序や健全な企業活動を阻害するお

それのある反社会的勢力との関係を一切遮断する。

反社会的勢力による不当要求等への対応を所管する部署を総務部とし、

事案発生時の報告および対応に係る規定等の整備を行い、反社会的勢

力に対しては警察等関連機関とも連携し毅然とした態度で対応する。

④　①の周知徹底を図るため総務部が中心となり、役職員に対し教育、研

修を行い、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。

（運用状況の概要）

当社では、企業理念、ヤマダグループ行動憲章、行動規範を定め、定期的な

社内研修を通じてコンプライアンスの意識を醸成するとともに、入社時の研

修においても実施し、全役職員に周知しております。

また、「コンプライアンス規定」を定め、コンプライアンス推進に関する事

項を定めております。コンプライアンス委員会は、毎年定期的に開催するこ

ととし、コンプライアンスに関する意識向上や関係規定の整備等コンプライ

アンスの推進について協議しております。

反社会的勢力との取引を遮断するため、新規取引に際しては、個別に調査を

行い、必要に応じて、契約に反社会的勢力の排除に関する規定を盛り込むな

どの対応を行っております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報を「文書管理規定」、「稟議規定」によ

り文書または電磁的媒体に記録し保存する。

取締役および監査役は、これらの文書または電磁的媒体をいつでも閲覧

できるものとする。

（運用状況の概要）

上記のとおり、「文書管理規定」および「稟議規定」等で文書の管理体制を

構築しております。稟議書については、電磁的方法により管理されており、

取締役および監査役はいつでも閲覧できる体制を整えております。
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスクマネジメント体制を構築するため、「リスク管理規定」を定め、

リスクマネジメント推進組織としてリスク管理委員会を設置し、総務担

当取締役を委員長とする。

リスク管理委員会は、リスク管理の方針の決定、リスクの評価および予

防措置の検討等を行うとともにコンプライアンス、与信管理、為替管理、

環境、災害、品質、情報セキュリティ、輸出管理等個別事案の検証を通

じて全社的なリスク管理体制の整備を図る。

（運用状況の概要）

当社では、リスク管理委員会を毎年４月に開催しており、また、経営リスク

が発生し、または発生の可能性が認識された場合にも直ちに開催することと

しております。リスク管理委員会では、経営リスクの識別、分類、分析、評

価を行い、評価に基づく対応策を策定し、各部門に必要な指示を行っており

ます。また、災害を想定した訓練を入社時および毎年定期的に実施し、被害

の 小化を図っております。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行の効率性の確保は「組織及び職務分掌規定」により、

各取締役が自己の職務範囲について責任をもって業務を遂行する。

（運用状況の概要）

当社では、「組織及び職務分掌規定」に基づく「職務分掌」および「職務権

限表」を定め、取締役の職務範囲、自己が決済できる範囲を明確にし、責任

を明確にするとともに効率的な業務の遂行を図っております。

また、取締役会において決定すべき事項、経営会議において決定すべき事項

についても、それぞれ「取締役会規定」、「経営会議規定」により区別して

定めることにより、意思決定の迅速化を図っております。

５．当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

当社は、子会社各社の自主性を尊重しつつ、緊密な連携をはかり、適正

かつ効率的な経営のため、当社が事前に承認すべき事項、定期的に報告

すべき事項、当社と各子会社との情報共有に関する事項、監査法人によ

る監査に関する事項等を「子会社管理規定」および「親会社と海外子会

社の運営規定」に定める。

なお、経営管理課は当社およびグループ各社の内部統制に関する担当部

門として内部統制に関する協議、情報の共有化、指示、要請等が効率的

に行われるシステムを構築する。

（運用状況の概要）

上記のとおり、「子会社管理規定」および「親会社と子会社の運営規定」を

定めて運用しております。また、内部監査人は定期的に重要な子会社へ往査

し、内部統制に関する協議、情報の共有化等を図っております。
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６．監査役監査の充実を図るための体制

①　監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査役は短期集中的な監査業務を要するので、補助使用人の必要が生

じた場合は監査役の要請により補助者を置いて監査業務の補助を行う

ことができる。

②　前号使用人の取締役からの独立性に関する事項

上記補助者は監査役の指揮命令の下で職務を遂行し、人事異動・人事

評価・懲戒処分については、監査役会と協議を行うものとする。

③　取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役へ

の報告に関する体制

取締役および従業員は、監査役会に対して、法定事項のほか、当社お

よびグループ企業の経営、業績に重大な影響を及ぼす事項、内部監査

の実施状況、重大な法令・定款違反行為その他監査役会への報告事項

を遅滞なく報告する。

さらに、「内部通報制度運用規定」を定め、組織的または個人的な法

令違反ないし不正行為等の通報・相談窓口を設け、通報者に対する不

利益な取り扱いを行わない旨を明示する。

④　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きそ

の他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる

方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行上について生ずる経費、また、弁護

士等外部専門家の助言を受けた場合の費用、職務執行上必要な知識の

習得のための研修費用等について請求した場合は、職務の執行上必要

でないと認められる場合を除き、当該費用を速やかに支給する。

⑤　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会は、会計監査人から会計監査内容について、また、内部監査

部門からも業務監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換

を行うなど連携を図る。

（運用状況の概要）

上記のとおり監査役監査の充実を図る体制を整備しており、監査役の要請に

応じて補助すべき使用人の選定、その独立性の確保、必要な費用の支給等、

速やかに対応することとしております。

－ 14 －
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成28年３月31日現在）
（単位　千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,741,976

2,501,786

1,685,406

50,840

1,362,364

304,657

525,628

132,505

187,108

△8,320

3,776,890

3,352,746

1,568,866

287,305

1,190,257

10,676

119,050

176,590

49,705

374,438

339,344

1,552

37,918

△4,376

流 動 負 債 2,087,577

支払手形及び買掛金 1,370,549

短 期 借 入 金 120,000

１年内返済予定の長期借入金 192,484

リ ー ス 債 務 14,355

未 払 費 用 138,461

繰 延 税 金 負 債 2,910

未 払 法 人 税 等 36,539

賞 与 引 当 金 123,050

そ の 他 89,227

固 定 負 債 1,189,726

長 期 借 入 金 453,397

リ ー ス 債 務 9,107

繰 延 税 金 負 債 228,663

退職給付に係る負債 393,965

長 期 未 払 金 32,270

負 の の れ ん 46,472

資 産 除 去 債 務 20,349

そ の 他 5,500

負 債 合 計 3,277,303

純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,809,860

資 本 金 600,000

資 本 剰 余 金 58,187

利 益 剰 余 金 6,157,108

自 己 株 式 △5,435

その他の包括利益累計額 163,905

その他有価証券評価差額金 80,781

為 替 換 算 調 整 勘 定 83,124

非 支 配 株 主 持 分 267,797

純 資 産 合 計 7,241,563

資 産 合 計 10,518,867 負債及び純資産合計 10,518,867

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 15 －
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連 結 損 益 計 算 書

(平成27年４月１日から)平成28年３月31日まで
（単位　千円）

科 目 金 額

売 上 高 9,277,013

売 上 原 価 5,679,422

売 上 総 利 益 3,597,590

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,758,994

営 業 利 益 838,595

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,597

受 取 配 当 金 10,822

負 の の れ ん 償 却 額 4,891

為 替 差 益 100,555

不 動 産 賃 貸 料 13,833

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 1,677

そ の 他 28,486 161,865

営 業 外 費 用

支 払 利 息 12,438

売 上 割 引 13,010

そ の 他 5,362 30,811

経 常 利 益 969,649

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,887 1,887

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 2,705 2,705

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 968,831

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 287,570

法 人 税 等 調 整 額 51,170 338,741

当 期 純 利 益 630,089

非支配株主に帰属する当期純利益 3,478

　親会社株主に帰属する当期純利益 626,610

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 16 －
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連結株主資本等変動計算書

(平成27年４月１日から)平成28年３月31日まで
（単位　千円）

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配株主
持 分

純資産
合 計資本金

資 本
剰余金

利 益
剰余金

自己株式
株 主
資本合計

その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度
期 首 残 高

600,000 58,187 5,686,177 △5,144 6,339,220 108,822 161,968 270,791 264,319 6,874,330

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰余金の配当 △155,679 △155,679 △155,679

親会社株主に帰属　

す る 当 期 純 利 益
626,610 626,610 626,610

自己株式の取得 △291 △291 △291

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 (純 額 )

△28,041 △78,843 △106,885 3,478 △103,406

当連結会計年度
変 動 額 合 計

－ － 470,931 △291 470,639 △28,041 △78,843 △106,885 3,478 367,232

当連結会計年度
期 末 残 高

600,000 58,187 6,157,108 △5,435 6,809,860 80,781 83,124 163,905 267,797 7,241,563

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 17 －
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連　結　注　記　表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

　　連結子会社の状況

連結子会社の数　　　　　　　　５社

連結子会社の名称　　　　　　　ヤマダアメリカＩＮＣ．、ヤマダヨーロッパＢ．Ｖ．、

㈱ヤマダプロダクツサービス、㈱ヤマダメタルテック、

ヤマダ上海ポンプ貿易有限公司

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

ヤマダ上海ポンプ貿易有限公司の決算日は12月31日でありますが、連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。その他の連結子会社の決算日は連

結決算日と同一であります。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）によっております。

・時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

ロ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

主として総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法によっております。ただし、当社及び国内連結子会社の平成10年４

月１日以降に取得した建物（付属設備を除く）は、定額法を採用しております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

ハ．リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

ロ．賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額

を計上しております。

－ 18 －
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④　退職給付に係る会計処理の方法

主に、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

なお、在外子会社の資産負債、及び収益費用は、連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しており

ます。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

(5) 負ののれんの償却に関する事項

負ののれんの償却については、20年間の均等償却を行っております。

(6) 会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準

第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関

する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。

以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続し

ている場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上すると

ともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更してお

ります。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会

計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連

結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更

及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。企業結合会計

基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項

(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連

結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産 建物及び構築物 1,228,232千円 (371,207千円)

機械及び装置 208,202 (208,202　　)

土地 729,453 ( 32,467　　)

合計 2,165,888 (611,877　　)

②　担保に係る債務 短期借入金 120,000千円

１年内返済予定の長期借入金 192,484

長期借入金 453,397

合計 765,881

上記のうち（　）内書は工場財団抵当を示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,273,539千円

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数

連結会計年度末における発行済株式の数 普通株式 12,000,000株

－ 19 －
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(2) 配当に関する事項

①　配当金支払額

・平成27年６月26日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額 83,829千円

１株当たり配当額 7.00円

基準日 平成27年３月31日

効力発生日 平成27年６月29日

・平成27年11月10日開催の取締役会決議による配当に関する事項

配当金の総額 71,849千円

１株当たり配当額 6.00円

基準日 平成27年9月30日

効力発生日 平成27年12月7日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

平成28年６月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を

次のとおり提案しております。

配当金の総額 83,824千円

１株当たり配当額 7.00円

基準日 平成28年３月31日

効力発生日 平成28年６月30日

４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用において短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借

入により資金を調達しております。受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与

信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式

であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。

(2) 金融商品の時価に関する事項

平成28年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれ

らの差額については、次のとおりであります。

（単位　千円）

連結貸借対照表計上額(※) 時　  価 (※ ) 差 額

(1) 現 金 及 び 預 金 2,501,786 2,501,786 －

(2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 1,685,406 1,685,406 －

(3) 有 価 証 券 50,840 50,840 －

(4) 投 資 有 価 証 券 246,518 246,518 －

(5) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 (1,370,549) (1,370,549) －

(6) 短 期 借 入 金 (120,000) (120,000) －

(7) 長 期 借 入 金 (645,881) (610,856) △35,024

(8) リ ー ス 債 務 (23,463) (22,529) △933

（※）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。
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(3) 有価証券

有価証券はマネー・マネージメント・ファンドであり短期間で償還されるため、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

これらの時価について、取引所の価額によっております。

(5) 支払手形及び買掛金、及び(6) 短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。

(7) 長期借入金

長期借入金のうち固定金利によるものの時価は、元利金の合計額を同様の新規借

入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

これら以外の、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社

の信用状態は資金調達実行後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額とほぼ

等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(8) リース債務

時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定

される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注）２．非上場株式（連結貸借対照表計上額92,825千円）は、市場価額がなく、かつ将来キャ

ッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め

られるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

５．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 582円36銭

１株当たり当期純利益 52円33銭

６．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成28年３月31日現在）

（単位　千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具

器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

特 許 権

商 標 権

意 匠 権

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

会 員 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

4,950,781

1,950,671

421,989

1,118,051

50,840

423,082

292,054

479,249

53,839

9,857

129,452

22,566

△873

3,217,372

2,398,027

1,273,927

44,302

227,216

18,819

90,608

54,473

558,953

10,676

119,050

45,800

6,195

360

610

38,633

773,545

339,344

401,644

7,200

1,552

1,731

16,000

10,448

△4,376

流 動 負 債 1,877,724

支 払 手 形 1,165,713

買 掛 金 282,936

１年内返済予定の長期借入金 179,972

リ ー ス 債 務 14,355

未 払 金 56,447

未 払 費 用 62,112

前 受 金 5,540

預 り 金 7,646

賞 与 引 当 金 103,000

固 定 負 債 946,265

長 期 借 入 金 453,397

リ ー ス 債 務 9,107

繰 延 税 金 負 債 55,770

退 職 給 付 引 当 金 370,970

長 期 未 払 金 32,270

資 産 除 去 債 務 19,249

そ の 他 5,500

負 債 合 計 2,823,989

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,263,382

資 本 金 600,000

資 本 剰 余 金 53,746

資 本 準 備 金 53,746

利 益 剰 余 金 4,615,071

利 益 準 備 金 150,000

その他利益剰余金 4,465,071

固定資産圧縮積立金 44,048

別 途 積 立 金 2,070,000

繰越利益剰余金 2,351,023

自 己 株 式 △5,435

評価・換算差額等 80,781

その他有価証券評価差額金 80,781

純 資 産 合 計 5,344,164

資 産 合 計 8,168,154 負債及び純資産合計 8,168,154

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成27年４月１日から)平成28年３月31日まで
（単位　千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,139,614

売 上 原 価 5,285,497

売 上 総 利 益 1,854,117

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,592,683

営 業 利 益 261,433

営 業 外 収 益

受 取 利 息 249

受 取 配 当 金 205,957

不 動 産 賃 貸 料 27,222

為 替 差 益 19,562

そ の 他 29,270 282,261

営 業 外 費 用

支 払 利 息 5,971

売 上 割 引 13,010

そ の 他 3,282 22,264

経 常 利 益 521,430

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,382 1,382

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 2,610 2,610

税 引 前 当 期 純 利 益 520,202

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 90,879

法 人 税 等 調 整 額 18,240 109,120

当 期 純 利 益 411,082

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成27年４月１日から)平成28年３月31日まで
（単位　千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株 主
資本合計資 本

準備金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益
剰余金
合 計

固定資産圧縮
積 立 金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 600,000 53,746 53,746 150,000 42,956 2,070,000 2,096,712 4,359,669 △5,144 5,008,271

当 期 変 動 額

税率変更による
積立金の調整額

1,092 △1,092 － －

剰余金の配当 △155,679 △155,679 △155,679

当 期 純 利 益 411,082 411,082 411,082

自己株式の取得 △291 △291

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当期変動額合計 － － － － 1,092 － 254,310 255,402 △291 255,110

当 期 末 残 高 600,000 53,746 53,746 150,000 44,048 2,070,000 2,351,023 4,615,071 △5,435 5,263,382

評価・換算差額等
純資産
合 計その他有価証

券評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 108,822 108,822 5,117,094

当 期 変 動 額

税率変更による
積立金の調整額

－

剰余金の配当 △155,679

当 期 純 利 益 411,082

自己株式の取得 △291

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

△28,041 △28,041 △28,041

当期変動額合計 △28,041 △28,041 227,069

当 期 末 残 高 80,781 80,781 5,344,164

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表
１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法によっております。

②　その他有価証券

・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）によっております。

・時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

③　たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によって償却しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（付属設備を除く）については、定額

法を採用しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

③　リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

②　賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上

しております。

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産 建物 1,106,544千円 (356,269千円)

構築物 40,625 ( 14,937　　)

機械及び装置 208,202 (208,202　　)

土地 146,601 ( 32,467　　)

合計 1,501,974 (611,877　　)

②　担保に係る債務 １年内返済予定の長期借入金 179,972千円

長期借入金 453,397

合計 633,369

上記のうち（　）内書は工場財団抵当を示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,526,484千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務

①　短期金銭債権 436,687千円

②　短期金銭債務 284,202千円

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

(1) 売上高 2,240,009千円

(2) 仕入高 718,822千円

(3) 営業取引以外の取引高 46,032千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自
己株式の種類及び株式数

普通株式 25,072株

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、たな卸資産評価損、賞与引当金、退職給付引当金、投資

有価証券減損額の否認等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、固定資産圧縮積立金、

その他有価証券評価差額金であります。

なお、評価性引当額は244,242千円であります。

（法人税率等の変更等による影響）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改

正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４

月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これ

に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の33.10％か

ら平成28年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86％に、

平成29年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62％

となります。

この税率変更により、繰延税金資産は3,908千円減少、繰延税金負債は3,583千円減少、法人

税等調整額は2,777千円増加、その他有価証券評価差額金は2,453千円増加しております。
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６．関連当事者との取引に関する注記

子会社等

属 性
会社等の
名 称

住 所
資 本 金
又 は
出 資 金

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
ヤマダア
メリカＩ
ＮＣ．

アメリカ
合 衆 国
イリノイ
州

1,300
千米ドル

各種ポンプ
及びその周
辺機器の販
売

（所有）
直接

100.0％

兼任
４名

製品
商品
の販
売先

製品商品
の 販 売
(注１)

1,383,425 売掛金 221,553

子会社
ヤマダヨ
ーロッパ
Ｂ．Ｖ．

オランダ
ヘ ン ゲ
ロ ー 市

680
千ユーロ

各種ポンプ
及びその周
辺機器の販
売

（所有）
直接

100.0％

兼任
２名

製品
商品
の販
売先

製品商品
の 販 売
(注１)

333,249 売掛金 77,852

子会社

ヤマダ上
海ポンプ
貿易有限
公司

中 国
上 海 市

100,000
千円

各種ポンプ
及びその周
辺機器の販
売

（所有）
直接

100.0％

兼任
４名

製品
商品
の販
売先

製品商品
の 販 売
(注１)

160,760 売掛金 37,843

子会社

㈱ヤマダ
プロダク
ツサービ
ス

神奈川県
相模原市
緑 区

20,000
千円

各種サービ
ス部品の販
売 及 び 修
理・据付

（所有）
直接

100.0％

兼任
３名

製品
商品
の販
売先

部 品 の
販 売
(注１)

362,574

売掛金 32,137

受取手形 67,300

子会社
㈱ヤマダ
メタルテ
ック

神奈川県
相模原市
緑 区

30,000
千円

各種ポンプ
及びその周
辺機器の製
造

（所有）
直接

32.7％
当社役員の二親等
内の親族の直接

15.5％
間接

20.0％

兼任
２名

商 品・
原材料
の仕入
先

商 品 の
仕 入
(注２)

462,734 買掛金 56,284

原 材 料
の 仕 入
(注２)

113,511 支払手形 220,638

（注）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

１．上記各社への当社製品商品及び部品の販売については、市場価格、総原価を勘案して

当社希望価格を提示し交渉のうえ、決定しております。

２．商品及び原材料の仕入については、当社製品の市場価格、各社から提示された見積書

及び総原価を検討のうえ、決定しております。

７．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 446円28銭

１株当たり当期純利益 34円33銭

８．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

－ 27 －

個別注記表



2016/05/31 9:03:32 / 15174832_株式会社ヤマダコーポレーション_招集通知

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年５月12日

株式会社ヤマダコーポレーション

取締役会　御中

青 南 監 査 法 人
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 齋 藤 敏 雄 

業務執行社員 公認会計士 松 本 次 夫 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ヤマダコーポレーシ
ョンの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連
結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算
書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書
類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、株式会社ヤマダコーポレーション及び連結子会社からなる
企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上

－ 28 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年５月12日

株式会社ヤマダコーポレーション

取締役会　御中

青 南 監 査 法 人
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 齋 藤 敏 雄 

業務執行社員 公認会計士 松 本 次 夫 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ヤマダコーポ
レーションの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第91期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正
又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書
類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを
求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入
手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬
による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の
表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上

－ 29 －

計算書類に係る会計監査報告
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第91期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、
以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社か
ら成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

－ 30 －

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人青南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人青南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

平成28年５月20日

株式会社ヤマダコーポレーション監査役会

常勤監査役（社外監査役） 岩 城 盛 親 

監査役（社外監査役） 豊 田 賢 治 

監査役（社外監査役） 猿　渡　良太郎 

以　上

－ 31 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第91期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業

展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金７円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は83,824,496円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年６月30日といたしたいと存じます。

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、

取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１

やま

山
だ

田 　
しょう

昌
た

太
ろう

郎
(昭和38年２月19日生)

昭和62年10月　当社入社

平成４年６月　当社取締役海外部長

平成８年６月　当社取締役生産部長

兼海外部長

平成10年６月　当社常務取締役営業本部長

兼海外部長

平成17年４月　当社常務取締役

経営管理室担当兼海外部担当

平成21年４月　当社常務取締役

経営管理室担当

平成22年６月　当社取締役総務担当

平成24年６月　当社代表取締役社長（現任）

958,000株

－ 32 －

剰余金の処分の件、取締役５名選任の件
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

２

むら

村
せ

瀬
ひろ

博
き

樹
(昭和28年１月28日生)

昭和51年４月　株式会社埼玉銀行入行

平成15年10月　りそな債権回収株式会社

常務取締役個人事業第一部長

平成20年６月　当社社外監査役

平成24年６月　当社取締役総務・経理担当

平成26年４月　当社取締役管理本部長

平成27年４月　当社取締役管理本部長兼

経理部長（現任）

15,000株

３

やま

山
 

　
だ

田 　
こう

幸
た

太
ろう

郎
(昭和44年７月28日生)

平成12年４月　当社入社

平成19年６月　当社執行役員営業部長

平成24年６月　当社取締役相模原工場担当

平成24年７月　当社取締役相模原工場担当兼

生産部長

平成25年４月　当社取締役相模原工場担当兼

技術部長

平成26年４月　当社取締役相模原工場長兼

技術部長

平成28年４月　当社取締役相模原工場長

（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社ヤマダプロダクツサービス

代表取締役社長

563,000株

４

かめ

亀
やま

山
しん

慎
じ

史
(昭和37年２月21日生)

昭和59年３月　当社入社

平成12年３月　当社退社

ヤマダアメリカINC.へ転籍

平成12年４月　ヤマダアメリカINC.

President（現任）

平成23年２月　当社入社

執行役員マーケティング担当

平成24年１月　当社執行役員海外担当

平成24年６月　当社取締役営業統括

平成26年４月　当社取締役営業本部長兼海外

営業部長（現任）

（重要な兼職の状況）

ヤマダアメリカINC.President

ヤマダヨーロッパB.V.President

ヤマダ上海ポンプ貿易有限公司董事長

11,000株

－ 33 －

取締役５名選任の件
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

５
わ

早
せ

稲
もと

本 　
かづ

和
のり

徳
(昭和37年７月６日生)

平成８年４月　弁護士登録

飯田・栗宇特許法律事務所入所

平成12年10月　同事務所パートナー就任

事務所名を飯田・栗宇・早稲本

特許法律事務所と改称

平成22年４月　慶應義塾大学法学部法科大学院

非常勤講師

平成22年８月　早坂・早稲本法律事務所開設（現

任）

平成26年６月　当社社外取締役

（重要な兼職の状況）

早坂・早稲本法律事務所　弁護士

－株

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．早稲本和徳氏は社外取締役候補者であります。

３．早稲本和徳氏を社外取締役候補者とする理由等について

早稲本和徳氏は、弁護士として培われた高度な専門的知識と豊富な経験を有しておら

れるため、当社のコーポレートガバナンス体制の強化に際し、的確な助言を頂くべく

社外取締役として選任をお願いするものであります。

また、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法

務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有しておられることから、社外取

締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏

は現在当社の社外取締役でありますが、取締役としての在任期間は、本総会終結の時

をもって２年となります。

４．当社は、早稲本和徳氏との間で責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に

基づく賠償責任限度額は、法令が定める 低責任限度額としており、早稲本和徳氏の

再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

５．当社は、早稲本和徳氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定

であります。

－ 34 －

取締役５名選任の件
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第３号議案　監査役１名選任の件

監査役豊田賢治氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監

査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しまして

は、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。
ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

し

清
みず

水 　
さとし

敏
(昭和45年10月23日生)

平成22年12月　弁護士登録

平成24年４月　ひかり総合法律事務所入所

平成27年４月　ひかり総合法律事務所パート

ナー就任（現任）

（重要な兼職の状況）

ひかり総合法律事務所パートナー

－株

（注）１．清水敏氏は新任の監査役候補者であります。

２．清水敏氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

３．清水敏氏は社外監査役候補者であります。

４．清水敏氏を社外監査役候補者とする理由等について

清水敏氏は弁護士として企業法務に精通しており、会社再生処理に係る弁護士業務と

して、財務書類等の検討および経営改善策の策定等を日常的な業務とされているため、

当社の監査役に就任された場合、その培われた豊富な経験と法律知識を当社の監査体

制に活かしていただけると判断して、社外監査役として選任をお願いするものであり

ます。

なお、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外

監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

５．当社は、清水敏氏の選任が承認された場合、同氏との間で責任限定契約を締結する予

定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める 低責任限

度額といたします。

６．当社は、清水敏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であ

ります。

以　上

－ 35 －

監査役１名選任の件



2016/05/31 9:03:32 / 15174832_株式会社ヤマダコーポレーション_招集通知

株主総会会場ご案内図

場　所 東京都品川区大井一丁目50番５号

アワーズイン阪急（シングル館）３階

電　話 03-3777-5101（当社人事総務課）
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■交通のご案内
●「大井町駅」　（ＪＲ京浜東北線中央口・アトレ側より徒歩１分）
＜ＪＲ京浜東北線＞中央改札を出て右側(中央西方面①)の階段をご利用ください。
＜りんかい線＞改札を出て右側(Ａ２出口)のエスカレーターをご利用ください。
＜東急大井町線＞改札を出て右側にJR線に沿って直進ください。

地図




